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注 意 事 項 

１ 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。 

２ 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁および解答用紙の 

汚れ等に気づいた場合は，手を挙げて監督者に申し出てください。 

３ 解答は，別に配布する解答用紙に，黒インクのボールペンまたは万年筆 

（いずれも，インクが消しゴム等で消せないもの）で記述してください。 

４ 解答用紙上部の受験番号欄に受験番号を，また氏名欄に氏名（および 

フリガナ）を記入してください。 

５ 貸与した六法に対する加工（線を引く，書き込みをする，ページを折り 

曲げるなど）を禁じます。なお，貸与した六法に対し加工をした場合， 

不正行為とみなされることもあります。 

６ 試験終了後，問題冊子は持ち帰ってください。 



第１問（憲法） 

アメリカ国籍を持つ原告 X は、出入国管理及び難民認定法（以下、「出入国管理法」と

いう。）に基づき、語学学校の英語教師として在留期間を１年とする許可を得てわが国

に入国し、１年後に、被告 Y（法務大臣）に対して１年間の在留期間の更新を申請した

ところ、Y は、X が在留期間中に政治活動（出入国管理法反対や日米安全保障体制反対

を訴えるデモや集会に参加した行為）を行ったことを理由に、更新を許可しない処分（以

下、「本件不許可処分」という。）を行ったため、X は、本件不許可処分は外国人に対す

る人権の保障の観点から違憲・違法であると主張して、その取消しを求めて出訴した。 

 

〔設問〕 

Y の訴訟代理人として、いわゆる「マクリーン事件」上告審（最大判昭和５３年１０

月４日）の判旨に沿って、本件不許可処分が違憲・違法でないことを主張しなさい。 

 

 

 



第２問（刑法） 

次の事例における甲の罪責について、具体的な事実を摘示しながら、説明しなさい（但

し、刑法典上の罪に限り、特別法違反の罪は除く。）。 

 

乙の舎弟分である甲は、乙とともにスナックで飲酒をしていたところ、相客 A の酒

癖が悪く、再三たしなめたのに、A がかえって反抗的な態度を示したことに憤慨し、同

人に謝らせるべく、自動車で乙方に連行した。甲は、乙とともに、乙の部屋で A の態度

を難詰し謝ることを強く促したが、A は頑としてこれに応じず反抗的な態度をとり続け

た。これに対して甲と乙は激昂し、A の身体に対して暴行を加える意思を相通じた上、

午前 3 時 30 分から約 1 時間ないし 1 時間半にわたり、竹刀や木刀でこもごも A の顔

面、背部等を多数回殴打するなどの暴行を加えた。その後、甲は、午前 5 時過ぎ頃、乙

方を立ち去ったが、その際「俺帰る」と言っただけで、自分としては A に対しこれ以上

制裁を加えるのをやめることを告げず、乙に対しても、以後は A に暴行を加えること

をやめるよう求めたり、あるいは A を病院に連れて行ってほしいなどと頼んだりせず

に、現場をそのままにして立ち去った。 

その後ほどなくして乙は、A の言動に再び激昂して、「まだシメ足りないか」と怒鳴

って同部屋でその顔を木刀で突くなどの暴行を加えた。A はその頃から午後 1 時頃まで

の間に、乙方において甲状軟骨左上角骨折に基づく頸部圧迫等により窒息死したが、そ

の死の結果が甲が帰る前に甲と乙がこもごも加えた暴行によって生じたものか、その後

の乙による前記暴行により生じたものかは断定できなかった。 

 

 



第 3 問（行政法） 

 

 次の事例について、以下の設問に解答しなさい。なお、関係法令の抜粋を掲げ

てあるので、適宜参照しなさい。 

 

〔事例〕 

 産婦人科等の開業医である X は、母体保護法 14 条 1 項に基づき、人工妊娠中絶手術

に必要とされる指定医師の指定を 2 年ごとに Y 医師会より受けていた。X は、人工妊娠

中絶を希望する女性に出産させ、子を求める他の女性が出産したように装う虚偽の出生

証明書を作成する行為（実子あっせん行為）を継続して行った。そのうちの 1 事例につ

いて告発がなされ、有罪判決が確定した。これを受けて、Y 医師会は、X の指定医師の

指定を取り消した。そこで、X は、当該指定取消処分に対し取消訴訟を提起した。 

 

〔設問〕 

 人工妊娠中絶手術に必要とされる指定医師の指定の取消しにつき母体保護法には明

文の規定がないことを前提として、上記取消訴訟の帰趨を論じなさい。 

 

〔関係法令〕 

○母体保護法（昭和 23 年法律第 156 号）（抜粋） 

（医師の認定による人工妊娠中絶） 

第 14 条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する

医師（以下「指定医師」という。）は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及

び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 

 一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害する

おそれのあるもの 

 二 （略） 

2 （略） 

 

 


